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船舶事故調査報告書 
 

                             平成２９年５月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年２月１１日 １９時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県中種子
た ね

町熊野漁港口付近 

  熊野港防波堤灯台から真方位０９０°６１０ｍ付近 

  （概位 北緯３０°２７.７′ 東経１３０°５８.２′） 

事故の概要  警戒船第三南海
なんかい

丸は、西南西進中、浅礁に乗り揚げた。 

  第三南海丸は、本事故後、付近の消波ブロックに打ち寄せられて大

破した。 

事故調査の経過 平成２８年２月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

警戒船  第三南海丸、３３トン 

 １２５９９５、南九海事株式会社 

 ２３.５０ｍ×４.７８ｍ×１.８６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６０９kＷ、昭和６０年２月２２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５７年１１月２２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１０月２２日 

  免状有効期間満了日 平成３０年１１月４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船体の大破（全損） 

 気象・海象 気象：天気  晴れ、風向  東南東、風力  ４、視界  良好 

海象：波高 約０.８ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮高  約１８５cm 

鹿児島県種子島地方には、２月１１日１６時００分に波浪注意報が

発表され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過   本船は、船長及び機関長ほか１人が乗り組み、種子島東方沖約２２

海里（Ｍ）付近において宇宙ロケットの発射に伴う海上警戒に関する

事前調査を終え、平成２８年２月１１日１７時２０分ごろ熊野漁港に

向けて帰航を開始した。 

船長は、単独で船橋当直につき、針路を真方位２６０°に定めて自

動操舵とし、約１２～１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同
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じ。）で西南西進した。 

 船長は、３Ｍレンジとしたレーダーで、本船と熊野漁港口にある釜
かま

蓋
ふた

瀬
せ

までの距離が約２Ｍとなったのを確認し、手動操舵に切り替えて

針路を同瀬の北側に向けた。 

 船長は、見張り要員として乗組員２人を船首に配置し、釜蓋瀬まで

約１Ｍのところから減速を始め、同瀬の北側を通過する際、主機の回

転数を最低回転数近くまで落とし、本船の速力を約６knとした。 

船長は、左舷前方に見えていた熊野港指向灯の灯光を見た際、緑光

から白光になったので、可航水路に入ったことを知った。 

船長は、左舵を取って船首を白光に向けようと思ったが、可航域に

まだ余裕があると考え、左舵を取る前に船位の確認をしようとしてレ

ーダーのレンジを０.７５Ｍとして画面を見たところ、映りが悪くな

ったので、画面の調整をしながら熊野港指向灯を見ると、灯光が赤光

に変わっていることを認めた。 

 船長は、可航水路から外れたことを知り、ほぼ同時に船首にいた機

関長からも陸に寄り過ぎていると知らされたので、可航水路（白光が

見える水路）に戻ろうと思い、左舵を取ったところ、１９時３０分ご

ろ、船尾部船底付近に衝撃を受け、すぐに後進をかけたが、本船が停

止した。 

 本船は、その後自然に離礁したものの、操船不能となって漂流し、

東南東の風と波により、西北西方に圧流されて海岸の消波ブロックに

打ち寄せられた。 

 乗組員全員は、本船から消波ブロックに移り、上陸した。 

 本船は、１２日漂流しないようロープで海岸に固定され、燃料油の

抜取り作業が終わった後、消波ブロックに当たり、大破した。 

（付図１  事故発生経過概略図、付図２ 拡大図  参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約２.０ｍであった。 

海図Ｗ２１６（熊野漁港付近）によれば、熊野漁港口北側は干出浜

（岩）が約１５０ｍ東方に延びており、その先に浅礁や暗岩等が存在

している。 

灯台表第１巻（平成２８年３月発行）によれば、熊野港指向灯につ

いて、白光は２３９°を中心として幅約３°で可航水路を示し、緑光

（幅約２１°）及び赤光（幅約２１°）はそれぞれ水路の左舷側及び

右舷側を示すと記載されている。 

船長は、本船で約１０年の船長経験があり、年に１～２回の割合で

熊野漁港に入港していた。 

船長は、夜間、熊野漁港に入港した経験が２回あり、これまで入港

する際、熊野港指向灯の白光を見ながら入航しており、本事故時も釜

蓋瀬の北側付近で白光を見て左転し、可航水路を入航するつもりであ

った。 
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乗組員全員は、本船が操船不能になったと知り、救命胴衣を着用し

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、熊野漁港口にある釜蓋瀬の北側を西南西進中、船長が、熊

野港指向灯の白光を視認したものの、左転する時機が遅れたことか

ら、可航水路の外に出て熊野漁港口の北側に存在する浅礁に乗り揚げ

たものと考えられる。 

船長は、左舵を取る前に船位の確認をしようとしてレーダー画面の

調整を行っていたことから、左転する時機が遅れたものと考えられ

る。 

原因 本事故は、夜間、本船が、熊野漁港口にある釜蓋瀬の北側を西南西

進中、船長が、熊野港指向灯の白光を視認したものの、左転する時機

が遅れたため、可航水路の外に出て熊野漁港口の北側に存在する浅礁

に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・指向灯により可航水路が示される場合は、可航水路の外に出ない

よう、指向灯を確認しながら航行すること 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地点 

事故発生場所 

（平成２８年２月１１日 １９時３０分ごろ発生） 
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付図２ 拡大図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年２月１１日 １９時３０分ごろ発生） 

熊野港指向灯 

熊野港防波堤灯台 

可航水路 

打ち寄せられた場所 

本船 

釜蓋瀬 


